
解 

説 
①  

 
 
 
 
 
 

十
干 

 
 
 
 
 
 
 

タ
イ
ト
ル 

 
 

 
 

辛 
 

元
文
六
年 

 
 
 

烏 

帽 

子 
名 
覚 

 
 

酉 
 

二
月
十
一
日 

初
午 

 
 
 
 
 

十
二
支 

 
 
 
 
 

月
日
（
初
午
と
は
二
月
の
最
初
の
午
の
日
。） 

古
文
書
の
表
題
の
多
く
は
、
タ
イ
ト
ル
の
他
、
文
書
の
作
成
年
月
日
等
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

元
号
以
外
に
、
現
在
で
は
馴
染
み
の
な
い
十
干
十
二
支
の
表
記
も
あ
り
ま
す
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※
「
烏

か
ら
す

」
は
「
鳥
」
と
間
違
え
や
す
い
の
で

注
意
が
必
要
で
す
。 『角川日本史辞典』朝尾直弘 他／角川書店 

 



干
支
と
は 

 

十
干
と
十
二
支
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
、
全
部
で
六
十
通
り
あ
る
。
日
本
で
は
十
干
は
陰
陽
五

行
説
に
よ
る
「
木
・
火
・
土
・
金
・
水
」
を
「
兄
・
弟
」
に
配
し
て
「
木
の
兄
」
を
「
甲(

き
の
え
）」
、 

「
木
の
弟
」
を
「
乙
（
き
の
と
）
」
と
す
る
。
干
支
は
古
代
よ
り
年
や
日
を
表
す
も
の
と
し
て
数
字

の
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
。
60
歳
を
還
暦
と
い
う
が
、
こ
れ
は
干
支
が
一
巡
し
て
自
分
の
生
年
の

干
支
に
「
暦
が
還
っ
た
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

  

②  

 
 
 

寛
文
九
年 

巳酉 

二
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検
地 

武
蔵
国
多
摩
郡
山
口
領
小
川
村
新
田 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
帳 

 
 
 
 
 
 

弐
冊
之
内 

 

こ
れ
は
比
較
的
読
み
易
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
蔵
」「
検
」「
二
」「
冊
」
は
現
在
私
た

ち
が
使
用
し
て
い
る
常
用
漢
字
と
多
少
形
が
違
い
ま
す
ね
。
特
に
「
二
」
は
全
く
形
が
違
い
ま
す
が
、

当
時
は
「
弐
」
の
文
字
が
一
般
的
で
し
た
。 

   



③  

  
 
 
 

宝
暦
六
年 

 
 
 

村 

鑑 
帳 

 
 
 
 

子
ノ
五
月 

 
 

多
摩
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
村 

 

「
鏡
」
は
難
し
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
「
金
」
扁
が
く
ず
れ
る
と

に
な
り
ま
す
。 

「
五
」

も
特
徴
的
な
く
ず
し
字
で
す
が
、
こ
の
ま
ま
の
形
で
覚
え
ま
し
ょ
う
。 

④  

 
 
 
 
 
 

天
明
弐
寅
年
十
一
月 

 
 
 

寅
御
年
貢
大
概
皆
済
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
摩
郡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
川
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
明
」
は
旁
の
「
月
」
が
く
ず
れ
て
い
ま
す
。「
月
」
の
典
型
的
な
く
ず
し
方

な
の
で
、
こ

の
ま
ま
覚
え
ま
し
ょ
う
。（
［
元
号
を
読
ん
で
み
よ
う
］
②
「
明
」
は
、
旁
が
「
る
」
の
様
に
な
っ
て

い
ま
す
。
）
ま
た
、
こ
れ
は
「
郡
」
の
旁

と
も
酷
似
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
く
ず
し

字
で
は
種
類
の
違
う
部
首
が
よ
く
似
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要
で
す
。 

   



⑤ 

 
 
 
 
 

天
明
七
年 

 

武
蔵
国
多
摩
郡
小
川
村
五
人
組
御
仕
置
帳 

  
 

 

未 

三
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

「
国
」
構
え
が
か
な
り
省
略
さ
れ
、「
い
」

の
様
に
な
り
ま
す
。
④
で
出
て
き
た
「
郡
」
は
読
め

ま
し
た
か
。
「
置
」

の
く
ず
し
字
も
難
し
い
で
す
が
こ
の
形
が
典
型
的
な
く
ず
し
方
で
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


